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2. バリアフリー基本構想の取組状況 

 

2.1 基本構想作成予定等調査結果からみた取組状況 

国土交通省が毎年実施している基本構想作成予定等調査結果（平成 25 年 3 月末時点）より、

基本構想の策定状況等について以下に整理する。 

 

2.1.1 基本構想作成の状況 

(1) 基本構想を作成した市町村数 

基本構想を作成した市町村は 279市町村で、このうち、3,000人／日以上の旅客施設が所在

する市町村は 267市町村である。 

 

 

 

(2) 基本構想を作成予定の市町村数 

今後、基本構想の作成を予定している市町村は、全 1,742 市町村のうち 82 市町村である。

利用者数 3,000人/日以上の旅客施設が所在する市町村でみると、全 623市町村のうち 67市町

村である。 

 

 

(3) 基本構想を作成する予定がない理由 

作成予定なしと回答した 1,660 市町村の、基本構想を作成しない理由は、「事業実施のため

の予算が不足しているので財源の確保が必要」が最も多く、「担当部署がないので組織内での

調整が必要」、「（中心となる施設の）利用者が少なく整備効果が低い」、「作成ノウハウがない」、

「既に（別事業で）バリアフリー化されている」の順に多い。 
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(4) 基本構想作成のきっかけ 

基本構想作成のきっかけで最も多いのは、「関係事業者・行政機関からの要望」で、次いで

「市民や利用者からの要望・提案」となっている。このほか、「交通バリアフリー法が施行さ

れたため」、「バリアフリー法が施行されたため」、「上位計画や関連計画の見直しにあわせて」

などが挙げられている。 
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(5) 基本構想の提案制度 

バリアフリー法では、「施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定

事業その他の事業を実施しようとする者、並びに高齢者、障害者等、生活関連施設又は生活関

連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を有する者が、市町村に対して、基本

構想の作成又は変更することを提案することができる。（第 27条第 1項）」とする基本構想提

案制度を設けている。 

基本構想の提案を受ける体制がある市町村は 194 市町村で、全 1,742 市町村の 11.1%にあ

たる。このうち、実際に提案を受けた市町村は６市村であり、提案を受けて基本構想を作成・

変更することを公表した市町村は３市である。 

 

 

 

2.1.2 協議会 

(1) 協議会設置の有無 

全 414 基本構想のうち、373 の基本構想で作成時に協議会を設置している。このうち現在

も協議会を設置しているのは 112基本構想である。 

 

 

(2) 協議会の構成メンバー 

協議会の構成メンバーは、「高齢者を代表する方又は高齢者の団体」、「障害者を代表する

方又は障害者の団体（肢体不自由者）」、「学識経験者」などが多い。 
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障害者は肢体不自由者が最も参加が多く、視覚障害者、聴覚・言語障害者までは 50％以上

参加しているが、知的・発達・精神障害者では約 30％、内部障害者、子育て世帯では約 20％

となっている。 

 

 

 

(3) 住民意見の反映方法 

住民意見の反映方法として最も多い多いのは「まち歩き（現地点検）」で 87.9％、「パブリ

ックコメント」、「アンケート」が 60％以上実施されている。 

 

 

 

(4) 事後評価の実施状況 

事後評価を実施しているのは 151地区である。 

事後評価の内容は、整備状況の進捗をはかる「アウトプット評価手法によるバリアフリー整

備の評価を実施」が 91地区で最も多い。波及効果に近い「アウトカム評価指標によるバリア

フリー整備の評価を実施」しているのは 11地区である。 

事業実施後に、「市民利用者とまち歩きを行って意見聴取」した地区は 42地区、「利用者ア

ンケートを実施し、意見聴取」した地区は 12地区である。 
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(5) 事後評価の活用方法 

事後評価を活用して「基本構想の見直し、再作成を行った」という PDCA サイクルを実施

したのが 25地区ある。 

「他の計画・事業に活用した」52 地区、「他のバリアフリー計画に活用した」14 地区があ

る一方で、「特に何も活用していない」のも 62地区となっている。 

 

 

2.1.3 基本構想に位置付けられている特定事業 

基本構想に位置付けられている特定事業は、「公共交通特定事業」、「道路特定事業」、「交通 

安全特定事業」の割合が高く、事業進捗率も高い。 

注）路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、建築物特定事業は、2006年に特定事業として追加。 
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2.2 バリアフリー基本構想の住民参加と住民意識 

「バリアフリー基本構想実施における住民参加と住民意識に関する研究」（H25.2 第 6 回 

ECOMO 交通バリアフリー研究助成成果）より、基本構想実施における住民参加の状況等につ

いて以下に整理する。実施されたアンケート調査（2012 年実施）は、バリアフリー基本構想策

定公表済の 243市町村（2011.10現在）を対象とし、147市町村 187基本構想の回答を得た（回

収率 60.49％）。 

 

 

2.2.1 基本構想の実施段階に応じた住民参加 

(1) 基本構想策定時の住民参加 

基本構想策定にあたっては、協議会の設置が位置付けられていることから、障害者団体、高

齢者団体、町会関係者、公募、子育て、関係する住民など多様な住民の参加により、177 件

（81.94％）が作られている。しかし、その一方で、まったく住民の関わっていない、学識経

験者、行政、交通事業者、道路管理者、公安委員会、職員など「行政・事業者等の関係者」メ

ンバーのみで進め基本構想を策定したところが 23 件（10.65％）と、１割あるとの指摘がな

されている。 

 

(2) 計画段階への住民参加 

基本構想策定後、工事が着手される前の計画段階で、住民からの評価が行われているかにつ

いては、実施している 73件（41.24％）、実施していない 90件（50.85％）、無回答 14件（7.91％）

と、実施したところより実施していないところが上回る結果となっている。 

計画段階での住民からの評価を実施していない理由は、「アンケート調査やワークショップ

等で、住民の意見は十分に得られている」、「事業計画策定時に市民参加は想定していなかった」、

「事業者に委ねており事業者の自主的な対応を促すため」、「効率的な施工ができなくなるため」

という意見が多く挙げられていた。「効率的な施工ができなくなるため」と回答した市町村は、

まったく基本構想策定の意味すら理解していないといえると指摘している。 
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(3) 施工段階での住民参加 

施行段階での評価では、特に使い勝手など設計時には気がつかないことを発見することが期

待されるが、施行段階での住民からの評価を実施している基本構想は 51 件（28.81％）とプ

ロセス評価のなかで最も低い数字であった。 

なお、住民からの評価を行っていない理由として、「計画の段階で、住民参加を行い、その

計画に基づき施工しているため」、「住民参加を経て作成された市独自の移動等円滑化基準に基

づいて施工しているため」、「必要性を感じなかった」という意見が多く挙げられ、施行段階の

住民の評価は形骸化していると指摘されている。 

 

 

 

(4) 事業完了後の評価・検証 

事業完了後に住民からの評価、検証を実施している基本構想は、72件（40.68％）であった。

一方、住民の評価、検証を実施していない基本構想は、88件（49.72％）、無回答 17件（9.60％）

と、住民の参加による評価、検証は半数におよばない。 

事業完了後の評価、検証を実施しなかった理由として、「特定事業の流れの中で、事業完了

後の評価、検証は想定していなかった」、「各管理者により計画・実施されており、事業につい

て市が管理しているわけではないため」という意見が多く挙げられ、市町村の担当者の意識が

低く、プロセス及事後評価体制を、整えていくことが課題とされる。 
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(5) 基本構想策定後の協議会の継続 

基本構想策定後に継続する委員会等を設置したところは、116件（53.70％）、設置していな

い基本構想は、73件（33.80％）、不明 27件（12.50％）であった。 

基本構想の作成のために設けられた協議会は、一旦は解散したとしても、それぞれの事業者

の特定事業計画は実行しなければならない。そのため、事業の進捗管理や評価を行うものとし

て名称はさまざまであるが「推進協議会」が設けられたりしている。しかし、実際には協議会

を解散したままで、計画の実行をしていないところや、計画の進捗をきちっと把握していない

基本構想も多くみかけられると指摘されている。 

 

注) 同時期に実施された国の調査（2.1.2(1)）では、「現在でも協議会を設置している」のは 112件、

27.1％となっており、本調査結果の「継続協議会が設置されている」53.7％と割合は異なるが、

件数は 116件でほぼ同数である。 
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2.2.2 参加住民における意識調査 

(1) アンケート調査方法 

バリアフリー基本構想策定や特定事業計画等に関わった参加住民を対象に、ヒアリング調査

（世田谷区、八王子市、調布市、新宿区、荒川区、板橋区を対象として実施）に参加して頂い

た方とヒアリング参加者に紹介をして頂いた方、計 25名にアンケート調査票を配布、そのう

ち 20名から回収した。 

 

(2) 住民参加の手法の有効性について 

特に有効と考える方が 50％以上となるのが「ワークショップ」50.0％、「まち歩き」53.3％

である。その理由として、「ワークショップ」では、「違う障がい者の方と問題点が共有でき、

新たな発見に役立つ」、「お互いに話し合う事でいろいろな意見が出て、確認し合えるので良い」

といったことが挙げられている。「まち歩き」では、「市民・当事者と行政、事業者などの間で

課題や問題意識を共有することができる」、「実際に歩いてみて初めて不都合なことが分かる」、

「事業者の方が参加する事で、事業者の方に直接知ってもらうことができる」などが挙げられ

ている。 

一方で「有効でない」との回答が多いのは、「パブリックコメント」で、伝える手段として

は有効だが、意見が反映されたかどうかが不透明な部分が多いため、今後反映された意見をど

のように区民に伝えていくかが課題となると指摘されている。 
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